
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明治 31 年 4 月 1 日徴発事務手続き郡長通牒（動馬第 2 号） 釈文 

（受
付
印
） 

第
三
七
九
号 

卅
一
年
四
月
十
四
日
受
付 

 
 

 

動
馬
第
二
号 

 
 

 

馬
疋
徴
発
事
務
手
続
、
左
ノ
通
相
定
候 

 
 

 

条
、
自
今
本
手
続
ニ
依
リ
取
扱
フ
ヘ
シ 

 
 

 

右
、
訓
令
ス 

 
 

 
 

 

明
治
三
十
一
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
津
久
井
郡
長 

宇
高
正
郎 

㊞ 

 
 

 
 

 

湘
南
村
長 

齊
藤
政
次
郎 
殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

馬
疋
徴
発
事
務
手
続 

 
 

 

第
一
条 

本
手
続
ハ
、
明
治
三
十
年
十
一
月
陸
軍
省
令
第 

 
 

 
 

 
 

二
十
七
号
馬
疋
徴
発
事
務
規
則
ニ
依
リ
町
村
役
場 

 
 

 
 

 
 

ニ
於
テ
取
扱
フ
手
続
ヲ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

 
 

 

第
二
条 

郡
長
ハ
、
徴
発
馬
疋
ヲ
各
部
団
隊
處 

在
地
ニ
輸
送
ス
ル
為
メ
、
馬
疋
操
業
者
ヲ
徴
発
ス 

ル
ニ
ハ
馬
疋
操
業
者
徴
用
人
員
配
当
表
ヲ
、
毎
年 

二
月
二
十
八
日
迄
ニ
関
係
町
村
長
ニ
送
付
ス 

 
 

 

第
三
条 

町
村
長
ハ
、
前
条
ノ
徴
用
人
員
ノ
配
当 

 
 

 
 

 
 

ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
処
要
ノ
日
時
ニ
於
テ
確
実
ニ
郡 

長
ヘ
交
付
シ
得
ル
如
ク
準
備
ヲ
ナ
シ
、
引
率
吏
員 

ヲ
定
メ
置
ク
ヘ
シ 

 
 

 

第
四
条 

町
村
長
ハ
、
郡
長
ヨ
リ
徴
発
馬
疋
配
当 

 
 

 
 

 
 

表
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
馬
疋
調
査
及
検
査
規
則 

 
 

 
 

 
 

第
三
条
ニ
規
定
シ
ア
ル
馬
疋
現
在
届
書
又
ハ
馬
疋 

 
 

 
 

 
 

出
入
届
書
ニ
依
リ
何
時
ニ
テ
モ
、
神
速
確
実
ニ
徴
発 

 
 

 
 

 
 

ニ
応
シ
得
ヘ
キ
左
ノ
準
備
ヲ
ナ
シ
置
ヘ
シ 

 
 

 
 


